
 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に関する事後開示書面 

（吸収合併に関する事後備置書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 10 月 1日 

 

ナイス株式会社 

 

 



 

 

2025 年 10 月 1日 

 

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 33番 1 号 

ナイス株式会社 

代表取締役社長 津戸裕徳 

 

 

 

吸収合併に関する事後開示書面 

（吸収合併存続会社：会社法第 801 条第 1 項及び会社法施行規則第 200 条に基づく事後備置書類） 

 

 

 

ナイス株式会社（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及びスマートパワー株式会社（以下

「吸収合併消滅会社」といいます。）は、2025 年 10 月 1 日を効力発生日とする吸収合併（以下「本

合併」といいます。）を行いました。よって、ここに本合併に関する事後開示をいたします。 

  

 

1.本合併が効力を生じた日 

 2025 年 10 月 1 日 

 

 

2.吸収合併存続会社における各手続の過程 

 (1) 吸収合併の差止請求  

本合併は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併に該当するため、反対株主の差止請 

求について、該当事項はありません。 

 

(2) 反対株主の買取請求 

本合併は、会社法第 796 条第 2 項の規定に基づく簡易合併に該当するため、反対株主の株式買 

取請求について、該当事項はありません。 

 

  (3) 債権者の異議  

吸収合併存続会社は、会社法第 799 条第 2 項および 3 項に従い、2025 年 8 月 22 日付の官報お 

よび同日付の電子公告により債権者に対して公告を行いましたが、申述期限までに同条第 1 項 

に基づく異議を述べた債権者はいませんでした。  



 3.吸収合併消滅会社における各手続の経過  

(1) 吸収合併の差止請求  

吸収合併消滅会社は、吸収合併存続会社の完全子会社であったため、反対株主の差止請求につ 

いて、該当事項はありません。  

 

(2) 反対株主の株式買取請求  

吸収合併消滅会社は、吸収合併存続会社の完全子会社であったため、反対株主の株式買取請求 

について、該当事項はありません。  

 

(3) 新株予約権買取請求  

吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行していないため、該当事項はありません。  

 

(4) 債権者の異議  

吸収合併消滅会社は、会社法第 789 条第 2 項に従い、2025 年 8 月 22 日付の官報により債権者 

に対して公告を行い、知れたる債権者に対しては各別の催告を行いましたが、申述期限までに 

同条第 1項に基づく異議を述べた債権者はいませんでした。 

 

 

4.吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項  

吸収合併存続会社は、本合併の効力発生日をもって、吸収合併消滅会社から資産、負債およびそ 

の他の権利義務の一切を承継しました。  

  

 

5.会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された事項  

別紙のとおりです。  

  

 

6.吸収合併の登記をした日  

本合併の効力発生日である 2025 年 10 月 1 日から 2 週間以内に申請する予定です。  

 

 

7.上記のほか、合併に関する重要な事項  

該当事項はありません。 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

（吸収合併に関する事前備置書類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 7 月 18 日 

 

ナイス株式会社 

 

スマートパワー株式会社 

別紙



 

2025 年 7 月 18 日 

 

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 33 番 1 号 

ナイス株式会社 

代表取締役社長 津戸裕徳 

 

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 33 番 1 号 

スマートパワー株式会社 

代表取締役社長 後藤洋介 

 

 

 

 

吸収合併に関する事前開示書面 

（吸収合併存続会社：会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前備置書類） 

（吸収合併消滅会社：会社法第 782 条第 1項及び会社法施行規則第 182 条に基づく事前備置書類） 

 

 

 

ナイス株式会社（以下「吸収合併存続会社」といいます。）及びスマートパワー株式会社（以下

「吸収合併消滅会社」といいます。）は、それぞれ取締役会の決議を経て、両者間で 2025 年 7月 18

日付合併契約を締結し、2025 年 10 月 1日を効力発生日とする吸収合併（以下「本合併」といいま

す。）を行うことといたしました。よって、ここに本合併に関する事前開示をいたします。 

 なお、本合併は完全親子会社間の無対価合併につき、吸収合併存続会社においては会社法第 796

条第 2 項に定める簡易合併、吸収合併消滅会社においては会社法第 784 条第 1 項に定める略式合併

となります。 

 

1.吸収合併契約の内容 

 別紙 1「合併契約書」のとおりです。 

 

2.合併対価の相当性に関する事項 

 完全親子会社間の合併につき、本合併において合併対価の交付は行いません。 

 

3.合併対価について参考となるべき事項 

 該当事項はありません。 

 



4.新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

5.計算書類に関する事項 

 （1）吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等 

  吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙２のとおりです。 

  なお、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象は生じておりません。 

 

 （2）吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等 

  吸収合併消滅会社の最終事業年度に係る計算書類等は、別紙３のとおりです。 

  なお、最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況

に重要な影響を与える事象は以下のとおりです。 

・剰余金処分 

  配当財産の種類：金銭 

  配当財産の割り当てに関する事項およびその額： 

吸収合併消滅会社普通株式 1 株にあたり金 125,000 円 

配当総額 250,000,000 円 

   剰余金の配当が効力を生じた日：2025 年 6 月 17 日 

 

6.債務の履行の見込みに関する事項 

 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の最終事業年度末日における資産・負債の総額は、下記

のとおりであり、その後、前記５⑵の事項を除き、吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社におけ

る資産・負債の状況に重要な影響を与える事象は、発生しておらず、本合併効力発生日までの間に

そのような事象が発生することは見込まれていないことから、本合併効力発生日以後の吸収合併存

続会社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。 

記 

吸収合併存続会社（2025 年 3 月 31 日現在）及び吸収合併消滅会社（2025 年 3 月 31 日現在）の 

最終事業年度末日における資産・負債の総額 

 資産の額 負債の額 

存続会社 145,648 百万円 98,865 百万円 

消滅会社 761 百万円 175 百万円 

 

また、本合併効力発生日以後も、吸収合併存続会社の収益及びキャッシュフローの状況につき、

吸収合併存続会社による債務の履行に支障を及ぼすような事象は、現在のところ想定されておりま

せん。従いまして、本合併効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みはある

と判断しております。 

 



7.備置き開始後の変更に関する事項 

 事前開示開始日後に上記に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項を直ちに開示い

たします。 

 

以上 



 

 

別紙１ 

 

合併契約書 

  



合併契約書 

 

ナイス株式会社（以下「甲」という。）とスマートパワー株式会社（以下「乙」という。）

は、以下のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（合併の方法） 

甲及び乙は、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社として吸収合併（以下｢本

合併｣という。）を行う。 

 

第２条（当事者の商号及び住所） 

本合併の当事者の商号及び住所は以下のとおりである。 

① 甲（吸収合併存続会社） 

商   号 ナイス株式会社 

住   所 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番１号 

 

② 乙（吸収合併消滅会社） 

商   号 スマートパワー株式会社 

住   所 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番１号 

 

第３条（合併に際して交付する金銭等） 

甲が乙の発行済株式の全部を保有することから、本合併に際し、甲は、乙の株主に

対し、その保有する株式に代わる金銭等の対価を交付しないものとする。 

 

第４条（効力発生日） 

本合併が効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、２０２５年１０月１日

とする。なお、本合併の手続進行上の必要性その他の事由により必要が生じた場合に

は、甲乙協議の上、合意により効力発生日を変更することができる。 

 

第５条 （会社財産の引継ぎ） 

乙は、効力発生日において、資産、負債及び権利義務一切を甲に引継ぎ、甲はこれ

を承継する。 

 

第６条（会社財産の管理等） 

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注意を

もってそれぞれの業務の執行及び財産の管理運営を行うものとする。 

 

第７条（合併契約の承認） 

甲は会社法第７９６条第２項により、乙は会社法第７８４条第１項により、本契約

について甲及び乙の株主総会の承認を経ずに合併するものとする。 

 

 

0005458659



第８条（条件の変更及び本契約の解除） 

本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由に

より甲又は乙の財産状態又は経営状態に重大な変動が生じた場合、本合併の実行に重

大な支障となる事態が発生した場合、その他本契約の目的の達成が困難となった場合

には、甲乙協議の上、合意により本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本

契約を解除することができる。 

 

第９条（協議事項） 

本契約に定める事項の他、本合併に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲乙

協議し合意の上、これを定める。 

 

本契約の成立を証するため、本書１通を作成し、甲乙記名押印の上、甲が原本を保有し、

乙が写しを保有する。但し、書面契約の代わりに電子契約を締結する場合は、本書の電磁

的記録を作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管する。 

 

２０２５年７月１８日  

 

 

 

 

（甲）神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番１号 

ナイス株式会社 

代表取締役社長  津戸 裕徳 

 

 

 

 

（乙）神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央四丁目３３番１号 

スマートパワー株式会社 

代表取締役社長  後藤 洋介 

 



  

電子契約締結証明書 

 

 
署名日時 署名方法 署名者 
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別紙２ 

 

ナイス株式会社の最終事業年度に係る計算書類等 
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事業報告（ 2 02 4 年４ 月１ 日から 2 0 2 5 年３ 月3 1 日まで）

1 企業集団の現況に関する 事項
（ 1） 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度における 我が国経済は、 イ ン バウンド 需要の拡大や雇用・ 所得環境の改善などを 受け、

緩やかな回復基調を示し まし た。 一方、 ウク ラ イ ナ情勢や中東情勢などの地政学的リ スク に加え、 米国の

政策動向などによる世界経済の下振れリ スク により 、 国内経済の先行きは不透明な状況です。

住宅関連業界におき まし ては、 新設住宅着工戸数の減少傾向が続く 中、 20 24 年の着工戸数はリ ーマ

ン・ ショ ッ ク 以来1 5 年ぶり に8 0 万戸を下回る低水準で推移するなど、 今後の動向が懸念さ れます。

こ のよ う な状況の中、 当連結会計年度の売上高は2 ,4 3 0 億5 4 百万円(前期比7 .6 ％増加)、 営業利益は4 6

億2 8 百万円(前期比5 .1 ％増加)、 経常利益は4 3 億５ 百万円(前期比0 .6 ％減少)と なり まし た。 なお、 親会社

株主に帰属する当期純利益は、 前連結会計年度において固定資産売却益24 億3 7 百万円を計上し たこ と も

あり 、 前期比で3 1 .7％減少し 、 2 8億72 百万円と なり まし た。

（ 建築資材事業）

建材・ 住宅設備機器については、 住宅の省エネ性能の見直し が加速する 中、 エネルギー関連商品の提案

営業や工務店様のＺ Ｅ Ｈ 化の取り 組みのサポート に努めまし た。 木材については、 昨年1 1月に木材の利用

促進と 住宅・ 非住宅木造建築の普及に資する総合展示会「 木と 暮ら し の博覧会」 を 開催し 、 森林資源の循

環利用と 木材のサプラ イ チェ ーンにおける当社グループの取り 組みを広く Ｐ Ｒ すると と も に、 国産材の需

要拡大に努めまし た。

加えて、 昨年1 0 月にセレッ ク スホールディ ングス株式会社を連結子会社化し 、 木材や建材・ 住宅設備機

器、 エネルギー関連商品に加え、 サッ シやエク ステリ アにまで取り 扱い商材の拡充を図っ ており ます。

こ れら の結果、 売上高が増加し たも のの、 輸入木材相場が軟調に推移し たこ と や物流コ スト の増加等の

影響により 、 当連結会計年度の売上高は1 ,8 3 0 億8 2 百万円(前期比7 .7 ％増加)、 営業利益は2 2 億5 7 百万円

(前期比2 1 .3 ％減少)と なり まし た。

1



事業報告

（ 住宅事業）

マンショ ン事業については、「 住まいは命を守るも の」 と いう 使命のも と 、 19 9 7年より 免震マンショ ン

の供給に努めており 、 当期売上計上予定の免震マンショ ン、 耐震等級２ の「 強耐震」 構造を 採用し たマン

ショ ンは全戸完売と なり まし た。 また、 次期以降に売上計上予定の物件の販売も 堅調に進捗し まし た。

一戸建住宅事業については、 当社の主力エリ アである「 横浜・ 川崎エリ ア」 のほか、 仙台市、 新潟市、

宇都宮市、 浜松市、 豊田市の各営業拠点における販売が堅調に推移いたし まし た。

既存住宅流通事業については、 中古マンショ ンの買取再販事業の拡大に注力いたし まし た。 首都圏1 2 カ

所のネッ ト ワーク を生かし て中古マンショ ンの仕入れを 強化し たほか、 内装木質化によ る商品力の向上を

図り まし た。

マンショ ン総合管理事業では、 ナイ スコ ミ ュ ニティ ー株式会社における管理マン ショ ン等の修繕工事の

完工等が順調に推移いたし まし た。

こ れら の結果、 当連結会計年度の売上高は5 0 7 億9 6 百万円(前期比1 1 .4 ％増加)、 営業利益は35 億8 2 百

万円(前期比23 .5 ％増加)と なり まし た。

（ その他の事業）

その他の事業について、 ソ フ ト ウェ ア開発事業及びシステム提供事業を行う ナイ スコ ンピ ュ ータ システ

ム株式会社において、 販売店様向け経営管理システム「 木太郎® 」 シリ ーズの受注が進んだほか、 一般放

送事業（ 有線テレ ビ放送事業） や電気通信事業等を行う Ｙ Ｏ Ｕ テレ ビ株式会社におけるイ ン タ ーネッ ト サ

ービス「 Ｎ ｅ ｔ ｙ ｏ ｕ 光」 の新規加入が進捗し まし た。 また、 物流事業を行う Ｓ Ｄ ロジ株式会社の業績が

堅調に推移し まし た。

こ れら の結果、 当連結会計年度の売上高は9 1 億7 4 百万円(前期比11 .2 ％減少)、 営業利益は６ 億1 7 百万

円(前期比4 2 .8 ％増加)と なり まし た。

なお、 当社は2 0 24 年10 月2 3 日に公正取引委員会から 下請代金支払遅延等防止法（ 以下、「 下請法」 と

いいま す。） に基づく 勧告（ 以下、「 本勧告」 と いいま す。） を 受けまし た。 こ れは、 20 2 2 年1 1 月から

2 0 2 4 年5 月までの間、 当社が下請法の適用対象と なる 事業者様と の一部の製造委託取引において、「 仕入

割引」 や「 リ ベート 」 と し て下請代金の額を減じ ていた、 または割戻金と し て受け取っ ていたと し て、 下

請法第４ 条第１ 項第３ 号（ 下請代金の減額の禁止） の規定に抵触すると 判断さ れたも のです。

当社は、 本勧告を 受ける に至っ た事態を 大変重く 受け止め、「 仕入割引」 及び「 リ ベート 」 による 下請

代金の減額を 行っ た事業者様に対し 、 下請代金の減額に該当すると 判断さ れた金額の全額のお支払いを勧

告時には完了すると と も に、 支払いに関する約定について適正な内容へと 変更いたし まし た。 また、 研修

等による下請法遵守の社内教育や点検体制の強化などの再発防止策を講じ た上で、 公正取引委員会に改善

報告書を提出いたし まし た。 引き続き、 再発防止策の徹底に取り 組むと と も にコ ンプラ イ アンスの強化に

努めてまいり ます。
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事業別売上高

事 業 別
第7 5期

2 0 24 年３ 月期
第7 6 期（ 当期）
2 0 2 5 年３ 月期 増 減 率

（ △ は 減）
事 業 部 門 金 額 金 額

建 築 資 材 事 業

百万円 百万円 ％

建 築 資 材 16 9 ,6 6 5 1 8 2 ,8 1 7 7 .8

木 材 市 場 2 8 3 26 5 △6 .3

小 計 16 9 ,9 4 9 1 8 3 ,0 8 2 7 .7

住 宅 事 業

マ ン シ ョ ン 1 5 ,0 3 4 1 8 ,4 7 6 2 2 .9

一 戸 建 住 宅 1 1 ,9 4 4 1 2 ,6 3 6 5 .8

管 理 そ の 他 1 8 ,6 1 5 1 9 ,6 8 3 5 .7

小 計 4 5 ,5 9 3 5 0 ,7 9 6 1 1 .4

そ の 他 の 事 業 そ の 他 1 0 ,3 2 6 9 ,1 7 4 △1 1 .2

合 計 22 5 ,8 6 9 2 4 3 ,0 5 4 7 .6

② 設備投資の状況

建築資材事業に係る工場の建設など、 総額4 1 億9 3 百万円の設備投資を行いまし た。

③ 資金調達の状況

来年度以降の資金の機動的かつ安定的な調達に向け、 20 2 5 年3 月に主要取引銀行と の間で、 コ ミ ッ ト メ
ント ラ イ ン契約（ 総額1 5 2 億8 0 百万円） を締結いたし まし た。

（ 2） 直前３ 事業年度の財産および損益の状況

区 分
第7 3 期

2 0 2 2 年３ 月期
第7 4期

2 0 23 年３ 月期
第7 5 期

20 24 年３ 月期
第7 6 期（ 当期）
20 2 5 年３ 月期

売 上 高（ 百万円） 2 2 9 ,5 1 4 23 6 ,3 2 9 22 5 ,86 9 24 3 ,0 5 4

経 常 利 益（ 百万円） 9 ,5 8 9 4 ,9 4 9 4 ,33 2 4 ,3 0 5

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

（ 百万円） 4 ,4 8 2 3 ,7 8 0 4 ,20 4 2 ,8 7 2

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （ 円） 4 1 0 .5 6 3 2 0 .7 0 3 5 6 .3 5 2 4 2 .5 3

総 資 産（ 百万円） 1 5 7 ,9 2 1 15 6 ,7 2 2 16 1 ,30 8 17 1 ,0 3 7

純 資 産（ 百万円） 4 8 ,5 4 3 5 1 ,3 9 0 5 6 ,97 3 6 1 ,6 6 1

（ 注） 当期の状況につき まし ては、 前記（ 1 ）「 ① 事業の経過および成果」 に記載のと おり であり ます。
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（ 3 ） 対処すべき課題

住宅・ 建築業界においては、 少子高齢化による 人口減少や単身世帯の増加に伴い、 新設住宅着工戸数は長

期的に減少傾向にあり ます。 建築費や人件費の上昇等による住宅価格の高騰に加え、 住宅ローン金利上昇へ

の懸念から 住宅取得マイ ン ド の低下が憂慮さ れるほか、 法改正に伴う 業務負担の増加等も 危惧さ れていま

す。 こ のよう に外部環境が著し く 変化する中、 企業経営においては迅速な対応が求めら れます。

当社は、 2 0 2 3 年５ 月に策定し た「 中期経営計画2 023 」 にて掲げた2 030 年目標に向けて計画の実行段階

にあり ますが、 こ う し た外部環境の変化を含む現状の課題認識に鑑み、 目標達成への取り 組みを力強く 推進

する べく 、 2 0 26 年３ 月期を 初年度と する ５ か年計画「 中期経営計画 Ｒ ｏ ａ ｄ ｔ ｏ 2 0 3 0」 へと アッ プデ

ート いたし まし た。 本計画において、 当社が有する国産木材の調達力や全国規模の販売網、 川上から 川下ま

でのサプラ イ チェ ーン、 建築物の木造化・ 木質化提案機能と いっ た競争優位性を発揮し 、 成長を一層加速す

るべく 、「 超・ 新築」「 超・ 物流」「 超・ 領域」 をキーワード と する成長ド ラ イバーを掲げまし た。

「 超・ 新築」 では、 新築住宅市場が縮小傾向にある中、 環境貢献度の高い木材の活用や国産材の取り 扱い

強化を 推進すると と も に、 住宅スト ッ ク ビジネスの拡大に取り 組み、 収益基盤の更なる安定に努めてまいり

ます。「 超・ 物流」 では、 国を挙げてＺ Ｅ Ｈ 化の動き が加速する中、 エネルギー関連商品を含め、 躯体・ 住

宅設備機器など、 ト ータ ルでの提案販売を強化し ていきます。 また、 全国の物流拠点を活用し 、 建築現場へ

のラ スト ワン マイ ル機能を 発揮する と と も に、 部位別施工への対応など、 機能強化を 図っ て まいり ます。

「 超・ 領域」 では、 国産材の更なる 利活用に向けて、 多様な分野でコ ン ポーネン ト と し ての用途を 拡大し 、

付加価値の高い木質マテリ アルメ ーカ ーを目指すと と も に、 木造建築における 設計から 積算、 物流に至るデ

ータ の共有化を図り 、 業界全体の業務効率化に貢献し てまいり ます。

当社は、「 樹と と も に、 人と 暮ら し を つなぎ、 はぐ く み、 彩り ある 未来をつく り ます」 を社会的存在意義

と 定義し ています。 地球温暖化対策と し て重要な役割を担う 森林資源の循環利用に向け、 当社のルーツ であ

り 、 エコ マテリ アルである木材の利活用を通じ て、 経済価値のみなら ず、 社会価値及び環境価値の向上と 社

会課題解決の一翼を担う べく 、「 中期経営計画 Ｒ ｏ ａ ｄ ｔ ｏ 20 3 0」 に掲げた諸施策を確実に実行し てい

く こ と で、 成長の加速と 飛躍的進化を図り 、 更なる企業価値の向上を実現し てまいり ます。

株主の皆様におかれまし ては、 今後と も 一層のご支援ご鞭撻を賜り ますよう お願い申し 上げます。

4



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

（ 4） 重要な子会社の状況（ 2 0 2 5 年３ 月31 日現在）

会 社 名 資 本 金 出 資 比 率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株 式 会 社 セ レ ッ ク ス 3 0
1 0 0 .0

（ 1 0 0 .0 )
建築資材の販売・ 施工

ナ イ ス コ ミ ュ ニ テ ィ ー 株 式 会 社 5 0 1 0 0 .0 マンショ ン等の総合管理

Ｙ Ｏ Ｕ テ レ ビ 株 式 会 社 2 ,7 2 6 6 5 .1 一般放送等

（ 注） １ .当社連結子会社は、 上記の重要な子会社３ 社を含む3 0社、 持分法適用関連会社は、 10 社であり ます。
２ .当社は、 2 0 24 年1 0 月１ 日付でセレッ ク スホールディ ングス株式会社の株式を取得し 、 子会社化し まし た。 また、 株式会社

セレッ ク スは、 セレッ ク スホールディ ングス株式会社の1 00 ％子会社であり ます。
３ .出資比率の欄の( )内は、 間接所有割合で内数であり ます。

（ 5） 主要な事業内容（ 2 0 2 5 年３ 月3 1 日現在）

当社グループは、 建築資材全般の販売、 マンショ ン・ 一戸建住宅の販売、 不動産の仲介・ 賃貸、 マンショ

ン 等の総合管理、 木造建築工事を主な事業と し ているほか、 こ れら に付帯するサービ ス業等を営んでおり ま

す。

各事業の概要は次のと おり であり ます。

事 業 部 門 主 要 な 事 業 内 容

建 築 資 材 事 業
建 築 資 材

木 材 市 場

木材の調達、 製材、 加工、 販売
建材・ 住宅設備機器等の製造、 販売、 施工
木材市場の経営 等

住 宅 事 業

マ ン シ ョ ン

一 戸 建 住 宅

管 理 そ の 他

マンショ ン・ 一戸建住宅の販売
中古マンショ ンのリ ノ ベーショ ン及び販売、 注文住宅の建築請負
不動産の仲介・ 賃貸、 住宅のリ フ ォ ーム
マンショ ン等の総合管理 等

そ の 他 の 事 業 そ の 他

一般放送
木造建築工事
ソ フ ト ウェ アの開発、 販売
物流 等
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（ 6） 主要な事業所（ 2 02 5 年３ 月31日現在）

① 当社の本社

横浜市鶴見区鶴見中央四丁目3 3 番１ 号

② 当社および主要な子会社の事業所

会 社 名 事 業 事 業 所

ナ イ ス 株 式 会 社
本社（ 横浜市鶴見区）

建 築 資 材 事 業

（ 北海道） 札幌
（ 東 北） 盛岡・ 宮城・ 仙台・ 山形・ 郡山
（ 関 東） 茨城・ 宇都宮・ 前橋・ 関東・ 埼玉・ 越谷・ 千葉・ 木更津

千住・ 東京・ 多摩・ 相模原・ 横浜
（ 中 部） 新潟・ 北陸・ 長野・ 松本・ 沼津・ 静岡

浜松・ 岡崎・ 名古屋・ 小牧
（ 近 畿） 三重・ 滋賀・ 京都・ 大阪
（ 中 国） 岡山・ 広島・ 島根
（ 四 国） 徳島・ 香川・ 松山
（ 九 州） 北九州・ 福岡・ 長崎・ 熊本・ 大分・ 鹿児島

住 宅 事 業

（ 東 北） 仙台

（ 関 東） 宇都宮・ 大崎・ 大森・ 蒲田・ 川崎・ 武蔵小杉・ 鶴見
綱島・ 横浜・ 星川・ 湘南

（ 中 部） 新潟・ 浜松・ 豊田

株 式 会 社 セ レ ッ ク ス
本社（ 名古屋市西区）

建 築 資 材 事 業
（ 中 部） 名古屋・ 津島・ 西三河・ 西部・ 豊川・ 岐阜・ 岐阜西・ 浜松

（ 近 畿） 津・ 四日市・ 関西

ナイ スコ ミ ュ ニテ ィ ー株式会社
本社（ 横浜市鶴見区）

住 宅 事 業

（ 東 北） 東北
（ 関 東） 北関東・ 首都圏第二・ 東京東・ 東京西・ 東京南・ 横浜北

横浜中央・ 横浜南・ 神奈川県央

（ 中 部） 浜松

Ｙ Ｏ Ｕ テ レ ビ 株 式 会 社
本社（ 横浜市鶴見区）

そ の 他 の 事 業 （ 関 東） 鶴見
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（ 7） 使用人の状況（ 2 02 5 年３ 月31 日現在）

事 業 使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

建 築 資 材 事 業 1 ,4 37 名 2 7 8 名増

住 宅 事 業 9 07 名 1 9 名増

そ の 他 の 事 業 3 40 名 1 名減

全 社 （ 共 通 ） 1 32 名 1 6 名増

合 計 2 ,8 16 名 3 1 2 名増

（ 注） １ ． 使用人数は、 正規従業員以外の常用労働者を 含む就業人員数であり 、 当社グループから 当社グループ外への出向者を 除き、
当社グループ外から 当社グループへの出向者を 含んでおり ます。

２ ． 全社（ 共通） は、 総務および財務等の管理部門の使用人であり ます。
３ ． 建築資材事業における使用人数の大幅な増加は、 主に、 20 2 4年1 0 月１ 日付で株式会社セレ ッ ク スを 連結子会社と し たこ と

によ るも のであり ます。

（ 8 ） 主要な借入先の状況（ 2 0 2 5 年３ 月3 1 日現在）

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 11 ,9 33

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 9 ,6 77

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3 ,9 07

農 林 中 央 金 庫 3 ,6 10

7
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2 会社の株式に関する事項（ 2 0 2 5 年３ 月3 1 日現在）

（ 1 ） 発行可能株式総数 29 ,0 6 9 ,6 0 0株

（ 2 ） 発行済株式の総数 11 ,8 6 5 ,2 7 3株（ 自己株式31 5 ,1 4 6 株を除く 。）

（ 3 ） 株主数 6 ,7 0 0名

（ 4 ） 大株主（ 上位1 0 名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

株 式 会 社 ヤ マ ダ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 2 ,1 0 0 1 7 .7 0

技 研 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 2 ,0 4 0 1 7 .1 9

株 式 会 社 横 浜 銀 行 4 6 4 3 .9 2

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4 6 3 3 .9 1

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3 3 3 2 .8 1

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3 2 1 2 .7 1

ナ イ ス 従 業 員 持 株 会 2 7 9 2 .3 5

吉 野 石 膏 株 式 会 社 2 6 6 2 .2 4

パ ナ ソ ニ ッ ク ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 2 1 0 1 .7 7

株 式 会 社 L Ⅰ Ⅹ Ⅰ L 1 9 3 1 .6 3

（ 注） 持株比率は、 自己株式3 1 5 ,1 4 6株を控除し て計算し 、 小数点第３ 位を四捨五入し て表示し ており ます。

（ 5 ） 当事業年度中に職務執行の対価と し て会社役員に交付し た株式の状況

当事業年度中に交付し た株式報酬の内容は次のと おり です。

当社の取締役（ 社外取締役を 除く 。） に、 株価の上昇による メ リ ッ ト のみなら ず、 株価下落によ るリ スク

も 含めて株主の皆様と の一層の価値共有を進めると と も に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ン セン

ティ ブを与えるこ と を 目的と し て、 譲渡制限付株式報酬制度を導入し ており ます。

当事業年度においては、 当社の取締役（ 社外取締役を除く 。） 5 名に対し て8 ,8 0 0 株を付与し ており ます。
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3 会社役員に関する事項
（ 1） 取締役および監査役の氏名等（ 2 0 2 5 年３ 月3 1 日現在）

氏 名 地 位 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

杉 田 理 之 取 締 役 会 長

津 戸 裕 徳 代表取締役社長

原 口 洋 一 取 締 役 住宅事業本部長

清 水 利 浩 取 締 役
資材事業本部長

テク ノ ワーク ス株式会社代表取締役社長

田 部 博 取 締 役 管理本部長

鈴 木 信 哉 取 締 役 ノ ースジャ パン素材流通協同組合理事長

小久保 崇 取 締 役

弁護士法人小久保法律事務所代表社員

株式会社アズーム社外取締役

オイ シッ ク ス・ ラ ・ 大地株式会社社外監査役

株式会社TalentX社外監査役

株式会社FO LIO ホールディ ングス社外監査役

KAN AM EL株式会社社外取締役(監査等委員)

濱 田 清 仁 取 締 役
よつば総合会計事務所パート ナー

メ ディ カ ル・ データ ・ ビジョ ン株式会社社外監査役

田 村 潤 取 締 役
1 00 年プラ ンニング株式会社代表取締役

株式会社大庄社外監査役

筧 悦 子 取 締 役

データ ラ イ ブ株式会社顧問

日本電波工業株式会社社外取締役

東京都競馬株式会社社外取締役

森 隆 士 常 勤 監 査 役

鈴 木 耕 典 常 勤 監 査 役

中 川 秀 宣 監 査 役
TM I総合法律事務所パート ナー

株式会社アイ シン補欠監査役

野 間 幹 晴 監 査 役

一橋大学大学院経営管理研究科教授

日本調剤株式会社社外取締役

株式会社グッ ド コ ムアセッ ト 社外取締役

柴 山 珠 樹 監 査 役 AIQ 株式会社常勤監査役

（ 注） １ ． 取締役田部博、 筧悦子の両氏は、 2 0 2 4 年6 月2 7 日開催の第7 5 回定時株主総会で新たに選任さ れ、 就任いたし まし た。
２ ． 取締役鈴木信哉、 小久保崇、 濱田清仁、 田村潤、 筧悦子の各氏は社外取締役であり 、 監査役鈴木耕典、 中川秀宣、 野間幹

晴、 柴山珠樹の各氏は社外監査役であり ます。 当社は、 各氏を 東京証券取引所の定めに基づく 独立役員と し て届け出てお
り ます。

３ ． 社外取締役及び社外監査役の各氏が兼職する法人等と 当社の間には、 特別の関係はあり ません。
４ ． 常勤監査役森隆士氏は、 当社の財務部門および監査部門を 統括し た経験を 有し 、 特に財務部門における 豊富な知識と 経験

を有し 、 財務および会計に関する相当程度の知見を有するも のであり ます。
５ ． 常勤監査役鈴木耕典氏は、 公認会計士の資格を 有し ており 、 財務および会計に関する 相当程度の知見を 有するも のであり

ます。
6 ． 当事業年度中の代表取締役の異動は、 次の通り であり ます。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日

杉 田 理 之 代表取締役社長 取締役会長 2 02 4年４ 月１ 日

津 戸 裕 徳 取締役管理本部長 代表取締役社長 2 02 4年４ 月１ 日
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